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再処理事業所再処理施設保安規定の変更認可申請について 

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 50 条第１項の規定

に基づき、再処理事業所再処理施設保安規定を別紙のとおり変更認可申請いたし

ます。 



別 紙 

 

１．変更の内容 

  令和２年９月 16 日付け原規規発第 2009162 号をもって認可を受けた再処理事業

所再処理施設保安規定の一部を別添のとおり変更する。 

  別添 再処理施設保安規定新旧対照表 

 

２．変更の理由 

  令和２年７月 29 日付け原規規発第 2007292 号にて許可された事業変更許可申請

書を踏まえ、新規制基準への対応を反映する。新規制基準への対応反映について

は、２段階の変更を計画しており、今回は、工事等が必要な設備による対応を要

しない運用について反映する。 

  なお、設備対応の目処が立った時点で、設備対応が必要な事項等を反映する第

２回以降の変更申請を実施する。 

（１）火災発生時の体制の整備の追加 

火災が発生した場合における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整

備（職務の明確化を含む）を追加するとともに、その実施基準として、添付１

「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに

火山活動のモニタリング等に係る実施基準」を追加する。 

 

（２）溢水及び化学薬品漏えい発生時の体制の整備の追加 

再処理施設内において溢水が発生した場合及び化学薬品漏えいが発生した場

合における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備（職務の明確化を

含む。）を追加するとともに、その実施基準として、添付１「火災、溢水、化

学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタ

リング等に係る実施基準」を追加する。 

 

（３）火山活動のモニタリング等の体制の整備の追加 

巨大噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的に火山活

動のモニタリングを行う体制の整備（職務の明確化を含む。）を追加するとと

もに、その実施基準として、添付１「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響

等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基

準」を追加する。 

 

（４）火山影響等及び降雪発生時の体制の整備の追加 

火山現象による影響が発生するおそれがある場合又は発生した場合における

再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備（職務の明確化を含む。）を

追加するとともに、その実施基準として、添付１「火災、溢水、化学薬品漏え

い、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に

係る実施基準」を追加する。また、合わせて積雪の除去に係る手順の整備につ

いても追加する。 

 



（５）その他自然災害発生時の体制の整備の追加 

再処理施設内においてその他自然災害が発生した場合における再処理施設の

保全のための活動を行う体制の整備（職務の明確化を含む。）を追加するとと

もに、その実施基準として、添付１「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響

等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基

準」を追加する。 

 

（６）誤操作防止措置の実施の追加 

操作上の一般事項として、安全機能を有する施設において、誤操作を防止す

るための措置を講じる旨追加する。 

 

（７）再処理施設で扱う使用済燃料の冷却期間に係る要求の追加 

使用済燃料の受入れ時、せん断時において考慮する冷却期間を変更する。ま

た、合わせて放射性液体廃棄物及び放射性気体廃棄物の放出管理目標値を変更

する。 

 

（８）安全避難通路等に係る措置の追加 

安全避難通路を整備し、避難用及び作業用照明並びに可搬型照明の配備を追

加する。 

 

（９）通信連絡に係る手順整備の追加 

設計基準事故が発生した場合に用いる通信連絡に係る操作に関する手順並び

に専用通信回線及びデータ伝送のトラブル時の対応に関する手順の整備を追加

する。 

 

（10）安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設の追加に伴う記載の適正

化 

安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設の追加に伴い、当該施設に

該当するインターロックを保安上特に管理を必要とする設備として管理するた

め、記載を適正化する。 

 

（11）第 1 非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機を７日間連

続運転させるための燃料の配備及び供給手順整備の追加 

第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機を７日間連続

運転させるための燃料を配備及び供給手順の整備を追加する。 

 

（12）１相開放検知時の措置の追加 

再処理施設において外部電源系に１相開放を検知した場合における故障箇所

の隔離または電源切替の実施を追加する。 

 

（13）管理区域入口付近への線量当量率等の表示の追加 

管理区域の線量当量率等を管理区域入口付近へ表示することを追加する。 



（14）記載の適正化 

上記の変更に伴い、章番号、条番号、項番号及び号番号を変更する。また、

その他記載の適正化を行う。 

 

３．施行期日 

この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から 10 日以内に施行する。 

 

 以 上 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 1 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

（職 務） 

第 17 条 各職位は、この規定に基づき定める保安に関する文書に基づき、保安に関する職務を遂行する。

２ 前条に定める職位の職務は次のとおりとする。 

(1)～(38)（略） 

(39) 防災業務課長は、津波その他の事象によって交流電源を供給する全ての設備、使用済燃料、核燃

料物質及び使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体の崩

壊熱等による過熱を除去する全ての設備並びに水素が発生するおそれのある設備においてその滞留

を防止する全ての設備の機能が喪失した場合（以下「交流電源供給機能等喪失時」という。）におけ

る再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備並びに火災が発生した場合における消防吏員へ

の通報、消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動（以下「初期消

火活動」という。）のための体制の整備に関する業務を行う。 

 

(40)～(47)（略） 

(48) 技術課長は、保安教育の実施計画、使用済燃料の搬入前の確認及び事故等に係る記録に関する業

務を行う。  

 

 

 

 

(49)～(56)（略） 

(57) 土木建築技術課長は、建物及び洞道の設置及び改造に係る設計に関する業務を行う。 

 

(58)～(62)（略） 

（職 務） 

第 17 条 各職位は、この規定に基づき定める保安に関する文書に基づき、保安に関する職務を遂行する。

２ 前条に定める職位の職務は次のとおりとする。 

(1)～(38)（略） 

(39) 防災業務課長は、津波その他の事象によって交流電源を供給する全ての設備、使用済燃料、核燃

料物質及び使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体の崩

壊熱等による過熱を除去する全ての設備並びに水素が発生するおそれのある設備においてその滞留

を防止する全ての設備の機能が喪失した場合（以下「交流電源供給機能等喪失時」という。）におけ

る再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備並びに消防吏員への通報、消火又は延焼の防止

その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）を含む火災

が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における再処理施設の保全のための活動を行う体制

の整備に関する業務を行う。 

(40)～(47)（略） 

(48) 技術課長は、保安教育の実施計画、使用済燃料の搬入前の確認、事故等に係る記録並びに再処理

施設内において溢水が発生した場合（以下「溢水発生時」という。）、化学薬品漏えいが発生した場

合（以下「化学薬品漏えい発生時」という。）、火山現象による影響が発生するおそれがある場合又

は発生した場合（以下「火山影響等発生時」という。）及び再処理施設に影響するおそれのあるその

他自然災害が発生した場合（以下「その他自然災害発生時」という。）における再処理施設の保全の

ための活動を行う体制の整備に関する業務を行う。 

(49)～(56)（略） 

(57) 土木建築技術課長は、建物及び洞道の設置及び改造に係る設計並びに火山活動のモニタリング等

の体制の整備に関する業務を行う。 

(58)～(62)（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計基準事故等発

生時における再処

理施設の保全のた

めの活動を行う体

制の整備等に係る

職務の追加 

（再処理安全委員会の審議事項、構成等） 

第 21 条 再処理安全委員会は、事業部長又は技術本部長の諮問を受け、次の各号に定める事項について、

保安上の妥当性を再処理施設に係る保安に関する業務全体の観点から審議する。 

(略)  

(4) この規定に基づく以下の計画 

① 試験操作計画 

② 再処理施設の使用計画 

③ 交流電源供給機能等喪失時における再処理施設の保全のための活動を行う体制に関する計画 

④ 初期消火活動のための体制に関する計画 

 

（新規追加） 

 

（新規追加） 

⑤ 第５条 7.3 適用の対象と判断した工事に係る作業実施計画 

⑥ 再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施計画 

⑦ 保安教育の実施計画 

⑧ 再処理施設の定期的な評価の実施計画 

（再処理安全委員会の審議事項、構成等） 

第 21 条 再処理安全委員会は、事業部長又は技術本部長の諮問を受け、次の各号に定める事項について、

保安上の妥当性を再処理施設に係る保安に関する業務全体の観点から審議する。 

(略)  

(4) この規定に基づく以下の計画 

① 試験操作計画 

② 再処理施設の使用計画 

③ 交流電源供給機能等喪失時における再処理施設の保全のための活動を行う体制に関する計画 

④ 火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する計画（火災防護計

画） 

⑤ 溢水発生時、化学薬品漏えい発生時、火山影響等発生時及びその他自然災害発生時における再処

理施設の保全のための活動を行う体制の整備に関する計画 

⑥ 火山活動のモニタリング等の体制の整備に関する計画 

⑦ 第５条 7.3 適用の対象と判断した工事に係る作業実施計画 

⑧ 再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施計画 

⑨ 保安教育の実施計画 

⑩ 再処理施設の定期的な評価の実施計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
・設計基準事故等発

生時における再処

理施設の保全のた

めの活動を行う体

制の整備等に関す

る計画について、

安全委員会審議対

象に追加 

別添 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 2 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

(5) 第５条の品質マネジメントシステム計画の表１及び表２に掲げる文書のうち事業部長が定める規

定 

（以下、略） 

(5) 第５条の品質マネジメントシステム計画の表１及び表２に掲げる文書のうち事業部長が定める規

定 

（以下、略） 

第３章 再処理施設の操作 

第１節 通 則 

 

（操作上の一般事項） 

第 26 条 管理担当課長は、所管する施設の操作（第 28 条及び第 30 条の２に基づく試験操作計画等に定

めるものは除く。）について、事前に目的､手順、操作の結果及び想定した結果を逸脱した場合に採る

べき措置を検討し、関連する設備の管理担当課長と協議の上、次の事項を手順書に定める。 

① 操作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関すること 

② 警報作動時の対応内容に関すること 

２ （略） 

３ 第１項及び前項の課長は、手順書を定めるに当たっては、核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

（略） 

（新規追加） 

（以下、略） 

第３章 再処理施設の操作 

第１節 通 則 

 

（操作上の一般事項） 

第 26 条 管理担当課長は、所管する施設の操作（第 28 条及び第 30 条の２に基づく試験操作計画等に定

めるものは除く。）について、事前に目的､手順、操作の結果及び想定した結果を逸脱した場合に採る

べき措置を検討し、関連する設備の管理担当課長と協議の上、次の事項を手順書に定める。 

(1) 操作前後に確認すべき事項及び操作に必要な事項に関すること 

(2) 警報作動時の措置に関すること 

２ （略） 

３ 第１項及び前項の課長は、手順書を定めるに当たっては、核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

（略） 

９ 各職位は、安全機能を有する施設の誤操作を防止するための措置を講じる。 

（以下、略） 

 
 
 
 
・記載の適正化 
 
 
 
 
・誤操作防止措置の

実施の追加 

（新規追加） （火災発生時の体制の整備） 

第 29 条の２の２ 防災業務課長は、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整

備として、次の各号を含む計画（火災防護計画）を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画

は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活

動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置（初期消火活

動のために必要な 10 名以上の要員の常駐を含む。） 

(2) 火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備（初期消火

活動のために必要な別表７の２に示す設備等を含む。） 

(4) 再処理施設における可燃物の適切な管理 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行うため

に必要な体制及び手順の整備を実施するとともに、火災発生時において再処理施設の保全のための活

動を行う。また、統括当直長は、第 25 条に定める巡視点検により火災の早期発見に努める。 

４ 防災業務課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告す

る。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火災の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場

合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及び高

レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 
 
・火災発生時の体制

の整備の追加 

（新規追加） （溢水及び化学薬品漏えい発生時の体制の整備） 

第29条の３ 技術課長は、溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活

・溢水及び化学薬品

漏えい発生時の体



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 3 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

動を行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画

は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山

活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要

な要員の配置 

(2) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対す

る教育訓練 

(3) 溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要

な資機材の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、溢水発生時及び化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保

全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに溢水発生時及び化学薬品

漏えい発生時において再処理施設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告する。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、溢水及び化学薬品漏えいの影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性

があると判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済

燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

制の整備の追加 

（新規追加） （火山活動のモニタリング等の体制の整備） 

第 29 条の４ 土木建築技術課長は、巨大噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的

に火山活動のモニタリングを行う体制の整備として、次の各号を含む計画を作成し、技術本部長の承

認を得る。また、当該計画は、添付１に示す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害

発生時の対応並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対する教育訓練 

２ 技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 土木建築技術課長は、第１項の計画に基づき、火山活動のモニタリングのための活動を行うために

必要な体制の整備を実施するとともに火山活動のモニタリングのための活動を行う。 

４ 土木建築技術課長は、前項に定める事項について定期的に評価を行う。 

５ 土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングの結果、観測データに有意な変化があった場合は、

火山専門家の助言を踏まえ、その結果を技術本部長へ報告し、技術本部長は社長へ報告する。 

６ 社長は、前項の報告を受け、対処が必要と判断した場合は、事業部長にその対処について指示する。 

７ 事業部長は、前項の社長からの指示を受け、工場長及び核燃料取扱主任者に連絡するとともに、そ

の対処について協議する。対処に当たっては、その時点の最新の科学的知見に基づき使用済燃料の受

入れの停止及び新たなせん断処理の停止、工程内の核燃料物質等は溶解、分離、精製、脱硝を行い、ウ

ラン酸化物粉末及びウラン・プルトニウム混合酸化物粉末とし貯蔵する、高レベル廃液はガラス固化

体とし貯蔵する等の可能な限りの対処を行う。 

・火山活動のモニタ

リング等の体制の

整備の追加 

（新規追加） （火山影響等発生時の体制の整備） 

第29条の５ 技術課長は、火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備

として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画は、添付１に示す

・火山影響等発生時

の体制の整備の追

加 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 4 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリン

グ等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) 火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、火山影響等発生時における再処理施設の保全のための活動を行

うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともに火山影響等発生時において再処理施設の保全

のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告する。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、火山現象の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断し

た場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及

び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

（新規追加） （その他自然災害発生時の体制の整備） 

第29条の６ 技術課長は、その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の

整備として、次の各号を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、当該計画は、添付１に示

す「火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応並びに火山活動のモニタリ

ング等に係る実施基準」に従い作成する。 

(1) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な要員の配置 

(2) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行う要員に対する教育訓練 

(3) その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な資機材の配備 

２ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

３ 各職位は、第１項の計画に基づき、その他自然災害発生時における再処理施設の保全のための活動

を行うために必要な体制及び手順の整備を実施するとともにその他自然災害発生時において再処理施

設の保全のための活動を行う。 

４ 技術課長は、前項の活動の結果を取りまとめ、定期的に評価するとともに、事業部長に報告する。 

５ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

６ 工場長は、その他自然災害の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると

判断した場合（六ヶ所村に大津波警報が発表された場合も含む。）は、あらかじめ定める通報系統に従

い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措

置について協議し、必要な措置を講じる。 

・その他自然災害発

生時の体制の整備

の追加 

（地震・火災等発生時の措置） 

第 30 条 管理担当課長は、あらかじめ定めた測候所等において震度５弱以上の地震が観測された場合

は、地震終了後、所管する施設の損傷の有無を確認し、その結果を工場長及び核燃料取扱主任者に報告

する。 

２ 各職位は、再処理施設に火災が発生した場合は、早期消火及び延焼の防止に努め、管理担当課長は、

鎮火後所管する施設の損傷の有無を確認し、その結果を工場長及び核燃料取扱主任者に報告する。 

３ 防災業務課長は、初期消火活動のための体制に関し、次の各号に定める事項を記載した計画を作成

し、事業部長の承認を得る。 

第 30 条 削除 

 

・火災発生時の体制

の整備への変更 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 5 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

(1) 別表７の２に定める設備等及び初期消火活動に必要なその他の資機材の配備 

(2) 初期消火活動を行う 10 名以上の要員の常駐及び当該要員に対する火災発生時の通報連絡体制 

(3) 火災の早期発見のための第25条に基づく巡視点検の体制及びあらかじめ定めた測候所等において

震度５弱以上の地震が観測された場合における火災の早期発見のための別表３に示す設備等の巡視

点検体制 

４ 事業部長は、前項の計画を承認する場合は、再処理安全委員会に諮問する。 

５ 各職位は、第３項の計画に基づき必要な措置を講じる。 

６ 防災業務課長は、第３項の計画について、総合的な訓練及び初期消火活動の結果を年１回以上評価し、

事業部長に報告する。 

７ 事業部長は、前項の報告の内容を評価し、改善を要すると判断した場合は必要な措置を講じる。 

８ 統括当直長及び燃料管理課長は、山火事、台風等が所管する施設に対し重大な影響を及ぼすおそれが

あると判断した場合は、工場長に報告する。 

９ 工場長は、前項の報告を受けた場合は、事業部長及び核燃料取扱主任者と協議し、必要に応じて使用

済燃料の再処理を停止する等の措置を講じる。 

（使用済燃料による総合試験の操作における不適合等の管理） 

第 30 条の３ 管理担当課長は、使用済燃料による総合試験の操作において、所管する施設に関し、安全

性に関係する機能に係る不適合が発生した場合又は不適合の発生が想定されると判断した場合（これ

らの事態を本条において「不適合等」と記す。）は、不適合の識別、安全を確保するための措置を開始

するとともに、５日以内（休日を除く。）に品質保証課長にその旨を連絡し、処置を担当する課長とと

もに的確かつ迅速に措置を完了するように努める。 

  （略） 

２ （略） 

３ 第１項の処置を担当する課長は、別表７の３に定める安全上重要な施設の安全機能に係る不適合等

である場合は、不適合等に対する処置方針（試験の中断を要した場合においては再開のために必要な

措置を含む。）について事業部長の承認を得る。 

（以下、略） 

（使用済燃料による総合試験の操作における不適合等の管理） 

第 30 条の３ 管理担当課長は、使用済燃料による総合試験の操作において、所管する施設に関し、安全

性に関係する機能に係る不適合が発生した場合又は不適合の発生が想定されると判断した場合（これ

らの事態を本条において「不適合等」と記す。）は、不適合の識別、安全を確保するための措置を開始

するとともに、５日以内（休日を除く。）に品質保証課長にその旨を連絡し、処置を担当する課長とと

もに的確かつ迅速に措置を完了するように努める。 

  （略） 

２ （略） 

３ 第１項の処置を担当する課長は、別表７の３に定める安全上重要な施設等の安全機能に係る不適合

等である場合は、不適合等に対する処置方針（試験の中断を要した場合においては再開のために必要

な措置を含む。）について事業部長の承認を得る。 

（以下、略） 

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正化 

（安全上重要なインターロック等） 

第 32 条 燃料管理課長は、別表９に定める「適用される状態」において、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーン及び燃焼度計測装置を同表に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足し

ていないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 統括当直長は、別表９に定める「適用される状態」において、同表に定める前項以外の安全上重要な

インターロック等を「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同

表に定める措置を講じる。 

 

（保安上特に管理を必要とするインターロック等） 

第 32 条 燃料管理課長は、別表９に定める「適用される状態」において、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

天井クレーン及び燃焼度計測装置を同表に定める「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足し

ていないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 統括当直長は、別表９に定める「適用される状態」において、同表に定める前項以外の保安上特に管

理を必要とするインターロック等を「設備に求められる状態」とし、当該状態を満足していないと判断

した場合は、同表に定める措置を講じる。 

 

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正化 

（非常用所内電源系統） 

第 34 条 統括当直長は、別表 14 に定める非常用所内電源系統の設備を同表に定める「設備に求められ

る状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

（新規追加） 

 

（新規追加） 

（非常用所内電源系統） 

第 34 条 統括当直長は、別表 14 に定める非常用所内電源系統の設備を同表に定める「設備に求められ

る状態」とし、当該状態を満足していないと判断した場合は、同表に定める措置を講じる。 

２ 燃料管理課長及びユーティリティ施設課長は、それぞれ第1非常用ディーゼル発電機及び第2非常用

ディーゼル発電機を７日間連続運転させるための燃料を配備する。 

３ 統括当直長は、外部電源系統における１相開放故障の発生を判断した場合、以下の措置を講じる。 

・第 1 非常用ディー

ゼル発電機及び第

2 非常用ディーゼ

ル発電機を７日間

連続運転させるた

めの燃料の配備の
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現 行 変更後 変更理由 

(1) 外部電源系統における１相開放故障を警報により検知した場合、待機側の受電変圧器へ自動で切

替わったことを確認する。 

(2) 負荷の異常警報等により１相開放故障を検知した場合、手動で待機側の受電変圧器に切替える。 

(3) 待機側の受電変圧器に切替わらない場合、手動にて１相開放故障が発生した受電変圧器を切り離

し、第１非常用ディーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル発電機を起動させる。 

追加 
・１相開放検知時の

措置の追加 

（せん断・溶解を行う使用済燃料） 

第 40 条 前処理課長は、せん断・溶解を行う使用済燃料及びその臨界安全管理方法について、次の各

号の事項を定める。 

(1) せん断・溶解を行う使用済燃料集合体の種類及び構造、照射前燃料最高濃縮度、第 67 条に基づ

き確定した使用済燃料の燃焼度、せん断を行うまでの冷却期間、溶解槽における質量制限並びに可

溶性中性子吸収材の使用の要否 

 

(2) １日当たりせん断を行う使用済燃料の平均燃焼度 

２ 前処理課長は、前項の事項を定めるに当たっては、次の事項を遵守するとともに、核燃料取扱主任

者の確認を受ける。 

(1) せん断を行うまでの冷却期間を４年以上とする。 

(以下、略)  

（せん断・溶解を行う使用済燃料） 

第 40 条 前処理課長は、せん断・溶解を行う使用済燃料及びその臨界安全管理方法について、次の各

号の事項を定める。 

(1) せん断・溶解を行う使用済燃料集合体の種類及び構造、照射前燃料最高濃縮度、第 67 条に基づ

き確定した使用済燃料の燃焼度、せん断を行うまでの冷却期間（「冷却期間」とは、使用済燃料最

終取出し前の原子炉停止時からの期間をいう。）、溶解槽における質量制限並びに可溶性中性子吸収

材の使用の要否 

(2) １日当たりせん断を行う使用済燃料の平均燃焼度 

２ 前処理課長は、前項の事項を定めるに当たっては、次の事項を遵守するとともに、核燃料取扱主任

者の確認を受ける。 

(1) せん断を行うまでの冷却期間を 15 年以上とする。 

(以下、略) 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

・再処理施設で扱う

使用済燃料の冷却

期間に係る要求の

追加 

（作業管理） 

第 76 条 （略） 

２ （略） 

３ 各職位は、以下の各号に該当する工事を実施する場合は、工事に関連する設備等の管理担当課長及

び統括当直長と協議するとともに、核燃料取扱主任者に報告する。 

 (1) 第 56 条第１項に該当する場合に行う補修 

 (2) 再処理施設の改造（設計及び工事の計画の認可又は設計及び工事の計画の届出を行うものに限る） 

 

４ 各職位は、安全上重要な施設の安全機能に影響を及ぼすおそれのある作業を行う場合は、作業に関

連する設備等の管理担当課長及び統括当直長と協議した上で、次の各号に定める事項を記載した作業

実施計画を作成し、事業部の課長は事業部長の承認を、技術本部の課長は技術本部長の承認を得る。 

 （略） 

５ 事業部長及び技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、第５条 7.3 適用の対象と判断した工事

については再処理安全委員会に諮問するとともに、その他の作業については核燃料取扱主任者の確認

を受ける。また、技術本部長が承認を行うに当たっては、事業部長と協議する。 

６～９ （略） 

 

（作業管理） 

第 76 条 （略） 

２ （略） 

３ 各職位は、以下の各号に該当する工事を実施する場合は、工事に関連する設備等の管理担当課長及

び統括当直長と協議するとともに、核燃料取扱主任者に報告する。 

 (1) 第 56 条第１項に該当する場合に行う補修 

 (2) 第５条 7.3 適用の対象と判断した工事（設計及び工事の計画の認可又は設計及び工事の計画の

届出を行うものに限る。） 

４ 各職位は、安全上重要な施設等の安全機能に影響を及ぼすおそれのある作業を行う場合は、作業に

関連する設備等の管理担当課長及び統括当直長と協議した上で、次の各号に定める事項を記載した作

業実施計画を作成し、事業部の課長は事業部長の承認を、技術本部の課長は技術本部長の承認を得る。 

 （略） 

５ 事業部長及び技術本部長は、前項の計画を承認する場合は、第３項第２号に係る作業については再

処理安全委員会に諮問するとともに、その他の作業については核燃料取扱主任者の確認を受ける。ま

た、技術本部長が承認を行うに当たっては、事業部長と協議する。 

６～９ （略） 

・作業管理に係る計

画の運用の適正化

（核燃料取扱主任

者への報告等の対

象とする工事範囲

の変更） 

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正化 

・作業管理に係る計

画の運用の適正化

（第３項第２号と

整合する記載への

修正） 

・記載の適正化 

（再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第 79 条 （略） 

２～７ （略） 

８ 再処理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の長期施設管理方針は添付１に示すもの

とする。 

 

（再処理施設の経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第 79 条 （略） 

２～７ （略） 

８ 再処理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の長期施設管理方針は添付２に示すもの

とする。 

 

・記載の適正化 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 7 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

（放射性固体廃棄物の保管廃棄の方法等） 

第 83 条 （略） 

２ 別表 35 の 2 に定める課長は、前項の雑固体の廃棄施設への搬出又は移送に当たって必要な措置を講

じるために、当該雑固体を一時的に集積・保管する必要がある場合は、次の各号に定める事項を満足

することを確認した上で、同表に定める場所に一時集積場所を設定し、その旨を周知する。 

  設定に当たっては、あらかじめ設定場所及び当該場所における放射線防護上の措置について、放射

線安全課長と協議する。 

 (1) 安全上重要な施設の機能を損なうおそれがない。 

（以下、略） 

（放射性固体廃棄物の保管廃棄の方法等） 

第 83 条 （略） 

２ 別表 35 の 2 に定める課長は、前項の雑固体の廃棄施設への搬出又は移送に当たって必要な措置を講

じるために、当該雑固体を一時的に集積・保管する必要がある場合は、次の各号に定める事項を満足

することを確認した上で、同表に定める場所に一時集積場所を設定し、その旨を周知する。 

  設定に当たっては、あらかじめ設定場所及び当該場所における放射線防護上の措置について、放射

線安全課長と協議する。 

 (1) 安全上重要な施設等の機能を損なうおそれがない。 

（以下、略） 

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正化 

 

（線量当量等の測定） 

第 101 条 放射線安全課長は、管理区域における線量当量等を別表 46 に定めるところにより測定する。 

  ただし、人の立入りを禁止する措置を講じた区域については、この限りではない。 

２ 放射線安全課長は、前項の測定により異常が認められた場合は、異常に係る設備等の管理担当課長

に連絡するとともにその原因を調査し、放射線防護上必要な措置を講じる。 

（新規追加） 

 

（線量当量等の測定） 

第 101 条 放射線安全課長は、管理区域における線量当量等を別表 46 に定めるところにより測定する。 

  ただし、人の立入りを禁止する措置を講じた区域については、この限りではない。 

２ 放射線安全課長は、前項の測定により異常が認められた場合は、異常に係る設備等の管理担当課長

に連絡するとともにその原因を調査し、放射線防護上必要な措置を講じる。 

３ 放射線安全課長は、管理区域における外部放射線に係る線量当量率、空気中の放射性物質の濃度及

び表面の放射性物質の密度を管理区域入口付近又は管理区域内の建屋入口付近に表示する。 

 

 

 

 

・管理区域入口付近

への線量当量率等

の表示の追加 

（新規追加） （通信連絡手順の整備） 

第111条の２ 技術課長は、設計基準事故が発生した場合に用いる警報装置及び通信連絡に係る操作に

関する手順並びに所外通信連絡及びデータ伝送に係る異状時の対応に関する手順を定める。 

・通信連絡に係る手

順整備の追加 

（新規追加） （安全避難通路等） 

第111条の３ 管理担当課長、電気保全課長及び火災防護課長は、設計基準事故等が発生した場合に用

いる標識を設置した安全避難通路並びに避難用及び作業用照明を整備するとともに、作業用照明設置

箇所以外で現場作業が必要になった場合等に使用する可搬型照明を配備する。 

２ 各職位は、前項の安全避難通路に通行を阻害する要因となるような障害物を設置しないよう管理す

る。 

 なお、各職位は、工事等により安全避難通路が通行できない場合は、迂回路等の代替措置を講じ

る。 

・安全避難通路等に

係る措置の追加 

附 則 

１．この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた後、社長が指定する日より施行する。 

２．令和２年４月１日からこの規定の施行日の前日までに実施した定期事業者検査及び使用前事業者検

査の結果の記録は、第 125 条に基づき保存する。 

３．この規定の施行日以降の使用前検査の結果の記録は、使用前確認の結果の記録とみなし、第 125 条

に基づき保存する。 

４．第 34 条別表 14 について、非常用発電設備の運用を開始するまでは、所要の電力の供給が可能な場

合、電源車又は運転予備用ディーゼル発電機を非常用発電設備と見なすことができる。 
ただし、第１非常用ディーゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機を計画的に動作不能な状態

とする場合は、電源車を確保する。 

附 則 

１．この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日から 10 日以内に施行する。 

（削除） 

 

２．この規定の施行日以降の使用前検査の結果の記録は、使用前確認の結果の記録とみなし、第 125 条

に基づき保存する。 

３．第 34 条別表 14 について、非常用発電設備の運用を開始するまでは、所要の電力の供給が可能な場

合、電源車又は運転予備用ディーゼル発電機を非常用発電設備と見なすことができる。 
ただし、第１非常用ディーゼル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機を計画的に動作不能な状態

とする場合は、電源車を確保する。 

 

・改正による記載の

変更 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 8 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

別表２ 確保する人員（第 24 条関係） 

統括当直長 操作員 

１名 

２９名以上＊１ 

ただし、第 58 条に基づく措置を要し

ない場合は、当該措置に係る要員＊２を

除いた人数とする。 

＊１：統括当直長の指揮下にある操作員であり、本章第３節に定める保安上特に管理を必要とする設備

（適用される状態としない場合は除く）の操作について、第 24 条に基づく確認及び第 121 条に基

づく保安教育を受けた者を含める。 

＊２：（略） 

別表２ 確保する人員（第 24 条関係） 

統括当直長 操作員 

１名 

２９名以上＊１ 

ただし、第 58 条に基づく措置を要し

ない場合は、当該措置に係る要員＊２を

除いた人数とする。 

＊１：統括当直長の指揮下にある操作員であり、本章第２節に定める保安上特に管理を必要とする設備

（適用される状態としない場合は除く）の操作について、第 24 条に基づく確認及び第 121 条に基

づく保安教育を受けた者を含める。 

＊２：（略） 

・誤記修正 

別表３ 巡視点検を行う設備等（第 25 条関係）                  

実施責任者：放射線管理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く） 放射線安全課長 

       上記以外の設備等                       統括当直長 

設備等 巡視点検項目 

使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施

設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(5) （略） 

せん断処理施設及

び溶解施設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

分離施設 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

精製施設 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

脱硝施設 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

酸及び溶媒の回収

施設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

製品貯蔵施設 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

計測制御系統施設 （略） 

放射線管理施設 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

気体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

液体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

固体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(8) （略） 

電気設備 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

冷却水設備 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

圧縮空気設備 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

給水処理設備 （略） 

別表３ 巡視点検を行う設備等（第 25 条関係）                  

実施責任者：放射線管理施設（使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設を除く） 放射線安全課長 

       上記以外の設備等                       統括当直長 

設備等 巡視点検項目 

使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施

設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(5) （略） 

せん断処理施設及

び溶解施設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

分離施設 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

精製施設 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

脱硝施設 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

酸及び溶媒の回収

施設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

製品貯蔵施設 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

計測制御系統施設 （略） 

放射線管理施設 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

気体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(3) （略） 

液体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(4) （略） 

固体廃棄物の廃棄

施設 

(1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2)～(8) （略） 

電気設備 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

冷却水設備 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

圧縮空気設備 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

給水処理設備 （略） 

・誤記修正 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 9 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

蒸気供給設備 (1) 第３章第３節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

分析設備 （略） 

建 物＊６ （略） 

＊１：別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」に係る判断のため、設備の運転状態、計器の

指示等を確認する。ただし、同表に定める「適用される状態」に該当しない場合は除く。 

＊２～＊６（略） 

 

蒸気供給設備 (1) 第３章第２節に定める設備の状態＊１ 

(2) （略） 

分析設備 （略） 

建 物＊６ （略） 

＊１：別表８～別表 19 に定める「設備に求められる状態」に係る判断のため、設備の運転状態、計器の

指示等を確認する。ただし、同表に定める「適用される状態」に該当しない場合は除く。 

＊２～＊６（略） 

 

別表７の２ 初期消火活動に係る設備等（第 30 条関係） 

設備等 数 量 担当課長 

衛星電話＊１ １回線＊２ 防災施設

課長 化学消防自動車＊３ １台＊４ 

泡消火薬剤 1,500 リットル以上 

＊１：制御建屋中央制御室内に設置。 

＊２：点検又は故障の場合はこの限りではないが、点検後又は修理後は遅滞なく復旧させる。 

＊３：400 リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可能な能力を有する。 

＊４：点検又は故障の場合は、＊３に示す能力を有する動力ポンプ付き水槽車等で代替する。 

別表７の２ 初期消火活動に係る設備等（第 29 条の２の２関係） 

設備等 数 量 担当課長 

衛星電話＊１ １回線＊２ 防災施設

課長 化学消防自動車＊３ １台＊４ 

泡消火薬剤 1,500 リットル以上 

＊１：制御建屋中央制御室内に設置。 

＊２：点検又は故障の場合はこの限りではないが、点検後又は修理後は遅滞なく復旧させる。 

＊３：400 リットル毎分の泡放射を同時に２口行うことが可能な能力を有する。 

＊４：点検又は故障の場合は、＊３に示す能力を有する動力ポンプ付き水槽車等で代替する。 

 

・ 記載の適正化 

別表７の３ 安全上重要な施設及びその安全機能（第 30 条の３関係） 
 

  

分類及び安全機能 安 全 上 重 要 な 施 設               

               

（略） （略） 

  (4) 上記(1)及び(2)の系統及び機器並び  

   にせん断工程を収納するセル等  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   

         機能（放出経路の維持   

         機能）   

         体系の維持機能（しゃ   

         へい機能）＊  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放   

         出防止機能   

           (放出経路の維持機能)  

         体系の維持機能（しゃ   

         へい機能）   

   

（略） （略） 

  

別表７の３ 安全上重要な施設等及びその安全機能（第 30 条の３関係） 

１．安全上重要な施設及びその安全機能 

  

分類及び安全機能 安 全 上 重 要 な 施 設 

               

（略） （略） 

  (4) 上記(1)及び(2)の系統及び機器並び  

   にせん断工程を収納するセル等  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   

         機能（放出経路の維持   

         機能）   

         体系の維持機能（遮蔽   

         機能）＊  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放   

         出防止機能   

           (放出経路の維持機能)  

         体系の維持機能（遮蔽   

         機能）   

   

（略） （略） 

  

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正 

・記載の適正化 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 10 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

  (6) 上記(4)のセル等を収納する構造物  

   及びその換気系統  

（略） （略） 

      ＰＳ／体系の維持機能（しゃ    

         へい機能）＊    

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放    

         出防止機能    

        （放出経路の維持機能）  

   ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

        成物の閉じ込めの観点から不  

        可欠な機能を有する系統及び  

    機器を収納する洞道のみ    

（略） （略） 

  

  (9) 核，熱及び化学的制限値を維持す  

   るための系統及び機器  

   ① 核的制限値 

   ＰＳ／体系の維持機能（核的制限値    形状寸法管理の機器 

      （寸法）の維持機能）     各施設の臨界安全管理表に寸法が記載されている機器 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    核的制限値を維持する計測制御設備及び動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る計測制御設備 

      に係るプロセス量等の維持機      燃焼度計測装置 

      能）  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維   

      持機能（核，熱，化学的制限   

      値等の維持機能）   

   

   

 
  

  

   

 
  

 
  

   

  

   

  (6) 上記(4)のセル等を収納する構築物  

   及びその換気系統  

（略） （略） 

      ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽    

         機能）＊    

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放    

         出防止機能    

        （放出経路の維持機能）  

   ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

        成物の閉じ込めの観点から不  

        可欠な機能を有する系統及び  

    機器を収納する洞道のみ    

（略） （略） 

  

  (9) 熱的，化学的又は核的制限値を維持  

    するための系統及び機器  

   ① 核的制限値 

   ＰＳ／体系の維持機能（核的制限値    形状寸法管理の機器 

      （寸法）の維持機能）     各施設の臨界安全管理表に寸法が記載されている機器 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    核的制限値を維持する計測制御設備及び動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る計測制御設備 

      に係るプロセス量等の維持機      燃焼度計測装置 

      能）  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維    

      持機能（熱的，化学的又は核的    

      制限値等の維持機能）    

    

    

 
   

 

    

 
（削除） 

 

 
（削除） 

 

      

 

    



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 11 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

     

  

      脱硝施設に係る計測制御設備 

 
     粉末缶の重量確認により粉末缶払出装置の起動条件信号を発するインター

ロック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ③ 化学的制限値を維持する計測制御設備及び動作機器 

    脱硝施設に係る計測制御設備及び動作機器 

 
    還元ガス受槽水素濃度高により還元炉への還元ガスの供給を停止するインタ

ーロック 

  

  (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

      持機能（崩壊熱除去機能）    燃料取出しピット 

      体系の維持機能（しゃへい機    燃料仮置きピット 

      能）    燃料貯蔵プール 

    チャンネルボックス・バ－ナブルポイズン取扱ピット 

     燃料移送水路 

    燃料送出しピット 

  

     

  

      脱硝施設に係る計測制御設備 

 
     粉末缶の重量確認により粉末缶払出装置の起動条件信号を発するインター

ロック 

  

 （削除） 

  

 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 
 

 

  

  

 

 

 

 

  

 （削除） 

  

 
 

 

  

  (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

      持機能（崩壊熱除去機能）    燃料取出しピット 

      体系の維持機能（遮蔽機能）    燃料仮置きピット 

          燃料貯蔵プール 

    チャンネルボックス・バ－ナブルポイズン取扱ピット 

     燃料移送水路 

    燃料送出しピット 

  



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 12 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン 

      （落下・転倒防止機能）    バスケット仮置き架台 

  

  (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管  

   廃棄するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      高レベル廃液ガラス固化建屋の収納管及び通風管 

      持機能(崩壊熱等の除去機能)      第１ガラス固化体貯蔵建屋の収納管及び通風管 

  

   ＰＳ／体系の維持機能（しゃへい機      高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体除染室のしゃへい設備 

      能）      高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体検査室のしゃへい設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵区域のしゃへい設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域のしゃへい設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の受入れ室のしゃへい設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンのしゃへい設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋のトレンチ移送台車のしゃへい設備 

  

  

  (12) 安全保護系 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維

持機能（核，熱，化学的制限値

等の維持機能） 

 

（追加） 

 

 

 

（追加） 

 

 

        

  

 
（追加） 

 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止   

      機能（ソースターム制限機能）  

 （追加） 

  

（追加） 

 

（追加） 

 

 （追加） 

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン 

      （落下・転倒防止機能）    バスケット仮置き架台 

  

  (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管  

   廃棄するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      高レベル廃液ガラス固化建屋の収納管及び通風管 

      持機能(崩壊熱等の除去機能)      第１ガラス固化体貯蔵建屋の収納管及び通風管 

  

   ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）      高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体除染室の遮蔽設備 

            高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体検査室の遮蔽設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の受入れ室の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋のトレンチ移送台車の遮蔽設備 

  

  

  (12) 安全保護系 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維

持機能（熱的，化学的，核的制

限値等の維持機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止  

      機能（ソースターム制限機能） 

    流下ガラスが所定重量値に達すると流下を停止するインターロックの信号回路 

  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（火災,爆発,臨界等 

   還元ガス受槽水素濃度高により還元ガスの供給を停止するインターロックの 

    信号回路 

      に係るプロセス量等の維持   



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 13 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

 

 

（追加） 

 

 

 
（追加） 

 

 
（追加） 

 

 （追加） 

 （追加） 

 （追加） 

  

  (13) 排気筒  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止  

      機能   気体廃棄物の廃棄施設 

      （放出経路の維持機能）    主排気筒 

  (14) 制御室等及びその換気空調系統  

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能   計測制御系統施設 

      （事故時の対応操作に必要な居    中央制御室 

      住性等の維持機能＊）    制御建屋中央制御室換気設備 

     （＊しゃへい機能は含まず）  

  

  

  (15) その他上記各系統等の安全機能を  

    維持するために必要な計測制御系統  

    冷却水系統等  

    ①  計測制御設備 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維

持機能（火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維持機能） 

     別表９に定める安全上重要なインターロック等（上記(9)に該当するものを除

く。） 

   

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維  別表17に定める漏えい検知装置等 

      持機能（核，熱，化学的制限  

      値等の維持機能）  

  

   ② 冷却設備 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

    ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維     プール水冷却系 

      持機能（崩壊熱等の除去機能     補給水設備 

  

     機能） 

 

   

 
   焙焼炉の加熱ヒータ部の温度高により加熱を停止するインターロックの信号回 

   路 

 
   還元炉の加熱ヒータ部の温度高により加熱を停止するインターロックの信号回 

   路 

    

    

    固化セル隔離ダンパの信号回路 

  

  (13) 排気筒  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止  

      機能   気体廃棄物の廃棄施設 

      （放出経路の維持機能）    主排気筒 

  (14) 制御室等及びその換気系統  

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能   計測制御系統施設 

      （事故時の対応操作に必要な居    中央制御室 

      住性等の維持機能＊）    制御建屋中央制御室換気設備 

     （＊遮蔽機能は含まず）  

  

  

  (15) その他上記各系統等の安全機能を  

    維持するために必要な計測制御系統  

    冷却水系統等  

    ①  計測制御設備 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維

持機能（火災，爆発，臨界等に

係るプロセス量等の維持機能） 

     別表９に定める安全上重要なインターロック等（上記(9)に該当するものを除

く。） 

   

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維  別表17に定める漏えい検知装置等 

      持機能（核，熱，化学的制限  

      値等の維持機能）  

  

   ② 冷却設備 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

    ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維     プール水冷却系 

      持機能（崩壊熱等の除去機能）    （削除） 

  



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 14 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

   

   

  

   

  

   

   

  

    気体廃棄物の廃棄施設 

     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

      貯蔵室からの排気系 

  

   

   

  

    安全圧縮空気系から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下 

     停止系までの冷却用空気を供給する配管 

  

（追加） （追加） 

  

  

  

  

  

   ③ 上記(4)，(6)，(10)及び(11)以外でしゃへい機能を有する設備 

   ＰＳ／体系の維持機能（しゃへい機    固体廃棄物の廃棄施設 

      能）     低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

      ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋の貯蔵室のしゃへい設備 

      ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋の貯蔵プールのしゃへい設備 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   

      持機能（掃気機能）   

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（ソ－スタ－ム制限機能） 

  ⑤ 別表18に定める漏えい液受皿（プルトニウム精製設備及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備を除く。）から漏えい液を回収するための系統 

           別表18に定める漏えいを回収する系統 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止   ⑥ 上記(12)の安全保護系により保護動作を行う機器及び系統 

      機能（ソ－スタ－ム制限機能） （追加） 

 

    

   

  

    

  

 （削除） 

  

  

    気体廃棄物の廃棄施設 

     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

      貯蔵室からの排気系 

  

   

   

  

    安全圧縮空気系から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下 

     停止系までの冷却用空気を供給する配管 

  

ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

持機能（崩壊熱等の除去機能）     補給水設備 

又はＭＳ／影響緩和機能に係る支援  

    機能（燃料貯蔵プール等の水位  

    の維持機能）  

  

   ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）   ③ 上記(4)，(6)，(10)及び(11)以外で遮蔽機能を有する設備 

          固体廃棄物の廃棄施設 

     低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

      ﾁｬﾝﾈﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾊﾞｰﾅﾌﾞﾙﾎﾟｲｽﾞﾝ処理建屋の貯蔵室の遮蔽設備 

      ﾊﾙ･ｴﾝﾄﾞﾋﾟｰｽ貯蔵建屋の貯蔵プールの遮蔽設備 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   

      持機能（掃気機能）   

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（ソ－スタ－ム制限機能） 

  ⑤ 別表18に定める漏えい液受皿（プルトニウム精製設備及びウラン・プルトニ

ウム混合脱硝設備を除く。）から漏えい液を回収するための系統 

           別表18に定める漏えいを回収する系統 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止   ⑥ 上記(12)の安全保護系により保護動作を行う機器及び系統 

      機能（ソ－スタ－ム制限機能） 
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現 行 変更後 変更理由 

 

 

（追加） 

 

 

 
（追加） 

 

 
（追加） 

 

  

      

 

    

 

    

 （追加） 

  

（追加） （追加） 

 
（追加） 

 

 （追加） 

 （追加） 

 （追加） 

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能  ⑦ 主排気筒ガスモニタ 

      （事故時の放射性物質の放出  

       量の監視機能）  

  

   ＰＳ，ＭＳ／安全上重要な施設の安  ⑧ 計装用空気を供給する安全圧縮空気系から上記(9)(12)及び(15)項記載の 

         全機能確保のための支     計装用空気を必要とする計測制御設備までの配管 

         援機能  

  

   ＰＳ，ＭＳ／安全上重要な施設の安  ⑨ 上記(3)，(5)及び(6)項記載の放射性物質の閉じ込め機能を支援する施設 

         全機能確保のための支   

         援機能   

   高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

    吸収塔の純水供給系 

    廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器の安全冷水系 

   

 

  

 

 

 

     

 

    

 

    

 流下ガラスが所定重量値に達すると流下を停止するインターロック 

  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維    還元ガス受槽水素濃度高により還元ガスの供給を停止するインターロック 

      持機能（火災，爆発，臨界等 

      に係るプロセス量等の維持機 

   

      能）   

    

    固化セル隔離ダンパ 

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能  ⑦ 主排気筒ガスモニタ 

      （事故時の放射性物質の放出  

       量の監視機能）  

  

   ＰＳ，ＭＳ／安全上重要な施設の安  ⑧ 計装用空気を供給する安全圧縮空気系から上記(9)，(12)及び(15)項記載の 

         全機能確保のための支     計装用空気を必要とする計測制御設備までの配管 

         援機能  

  

   ＰＳ，ＭＳ／安全上重要な施設の安  ⑨ 上記(3)，(5)及び(6)項記載の放射性物質の閉じ込め機能を支援する施設 

         全機能確保のための支   

         援機能   

   高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

    吸収塔の純水供給系 

    廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器の安全冷水系 
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現 行 変更後 変更理由 

   

   

   

   高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    セル内クーラ 

    固化セル隔離ダンパ 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能  ⑩ 高レベル廃液ガラス固化設備 

      （落下・転倒防止機能）     固化セル移送台車 

  

 

（新規追加） 

   

   

   

   高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    セル内クーラ 

    固化セル隔離ダンパ 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能  ⑩ 高レベル廃液ガラス固化設備 

      （落下・転倒防止機能）     固化セル移送台車 

  

 

２．安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設 

  

分類及び安全機能 安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設 

  

  

  安全に係るプロセス量等の維持機能   別表９ ２.に定めるインターロック等 

  

   

   

   

  

  

別表９ 安全上重要なインターロック等（第 32 条関係） 

 
保安上特に

管理を必要

とする設備

安全上重要なインターロ

ック等 
設定値 （略） 

設備に求め

られる状態 

左記の状態を満足していないと判断した

場合の措置 

条 件 要求される措置 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

分離設備 

 

 

別表９ 保安上特に管理を必要とするインターロック等（第 32 条関係） 

１．安全上重要なインターロック等 
保安上特に

管理を必要

とする設備

安全上重要なインターロ

ック等 
設定値 （略） 

設備に求め

られる状態 

左記の状態を満足していないと判断した

場合の措置 

条 件 要求される措置 （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 
（削除） 

 

 
 
 
 
 
 

・安全上重要な施設

と同等の信頼性を

維持する施設の追

加に伴う記載の適

正化 
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現 行 変更後 変更理由 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

分 配 設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

プルト

ニウム

精製設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ウラ

ン・プ

ルトニ

ウム混

合脱硝

設備 

還元ガス受槽水素濃度高に

より還元炉への還元ガスの

供給を停止するインターロ

ック 

（略） （略） （略） Ａ．左記の

状態を満足

していない

と判断した

場合＊５ 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

高レベ

ル廃液

ガラス

固化設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

安全冷却水

系（使用済

燃料の受入

れ及び貯蔵

用） 

安全冷却水系膨張槽液位

低警報及び系統分離弁を

しゃ断するインターロッ

ク＊＊ 

（略） 

（略） ２系列＊７

が動作可能

であるこ

と。 

   

（略） （略） （略） （略）  （略） （略） （略） 

 

（削除） 

 
 
 
 
（削除） 

 

 

 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

分 配 設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

プルト

ニウム

精製設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（削除） 
 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

ウラ

ン・プ

ルトニ

ウム混

合脱硝

設備 

還元ガス受槽水素濃度高に

より還元炉への還元ガスの

供給を停止するインターロ

ック 

（略） （略） （略） Ａ．左記の

状態を満足

していない

と判断した

場合＊４ 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

高レベ

ル廃液

ガラス

固化設

備 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

安全冷却水

系（使用済

燃料の受入

れ及び貯蔵

用） 

安全冷却水系膨張槽液位

低警報及び系統分離弁を

しゃ断するインターロッ

ク＊＊ 

（略） 

（略） ２系列＊６

が動作可能

であるこ

と。 

   

（略） （略） （略） （略）  （略） （略） （略） 
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現 行 変更後 変更理由 

＊３：第 49 条第１項に基づく流量設定値。 

＊４：この規定において、「再処理」とは、使用済燃料からウラン及びプルトニウムを分離するために使用済燃料を処理す

ることであり、「せん断及び溶解施設、分離施設、精製施設（ウラン精製設備又はプルトニウム精製設備）又は脱硝施

設（ウラン脱硝設備又はウラン・プルトニウム脱硝設備）における再処理」とは、各々の施設（各々の設備）におい

て使用済燃料からウラン又はプルトニウム（分離施設においてはプルトニウム）を分離するために使用済燃料又は使

用済燃料から分離された物を処理することをいう。 

＊５：（略） 
＊６：（略） 
＊７：（略） 

（略） 
（新規追加） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（削除） 

＊３：この規定において、「再処理」とは、使用済燃料からウラン及びプルトニウムを分離するために使用済燃料を処理す

ることであり、「せん断及び溶解施設、分離施設、精製施設（ウラン精製設備又はプルトニウム精製設備）又は脱硝施

設（ウラン脱硝設備又はウラン・プルトニウム脱硝設備）における再処理」とは、各々の施設（各々の設備）におい

て使用済燃料からウラン又はプルトニウム（分離施設においてはプルトニウム）を分離するために使用済燃料又は使

用済燃料から分離された物を処理することをいう。 

＊４：（略） 
＊５：（略） 
＊６：（略） 

（略） 

２．安全上重要な施設と同等の信頼性を維持するインターロック等 
保安上特に

管理を必要

とする設備 

安全上重要

なインター

ロック等 

設定値 

適用さ

れる状

態 

設備に求

められる

状態 

左記の状態を満足していないと判断した場合の措置 

条 件 要求される措置 完了時間 

分離設備 
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現 行 変更後 変更理由 

プルトニ

ウム精製

設備 

＊７：第 49 条第１項に基づく流量設定値。 

 

別表 29 受け入れる使用済燃料の種類（第 64 条関係） 

濃 縮 度 （略） 

使用済燃料最終取出し前 

の原子炉停止時からの期 

間 

再処理施設に受け入れるまで：１年以上 

（略） 
 

別表 29 受け入れる使用済燃料の種類（第 64 条関係） 

濃 縮 度 （略） 

冷却期間 

再処理施設に受け入れるまでの冷却期間 ：４年以上 

ただし、燃料貯蔵プールの容量3,000ｔ・ＵＰｒのうち、冷却期間４年以

上12年未満の使用済燃料の貯蔵量が600ｔ・ＵＰｒ未満、それ以外は冷却

期間12年以上となるよう受け入れを管理する。 

（略） 

  

・再処理施設で扱う

使用済燃料の冷却

期間に係る要求の

追加 

別表 39  放射性液体廃棄物に係る放出管理目標値（第 86 条関係） 

核   種 放出管理目標値（Ｂq/年） 

      Ｈ-3 1.8 ×1016  

      Ｉ-129   4.3 ×1010  

      Ｉ-131   1.7 ×1011  

その他核種  

 アルファ線を放出する核種  3.8 ×109  

 アルファ線を放出しない核種 2.1 ×1011  

  

別表 39  放射性液体廃棄物に係る放出管理目標値（第 86 条関係） 

核   種 放出管理目標値（Ｂq/年） 

      Ｈ-3 9.7 ×1015  

      Ｉ-129   4.3 ×1010  

      Ｉ-131   1.0 ×1011  

その他核種  

 アルファ線を放出する核種  3.6 ×109  

 アルファ線を放出しない核種 9.5 ×1010  

  

・再処理施設で扱う

使用済燃料の冷却

期間に係る要求の

追加 

別表 42  放射性気体廃棄物に係る放出管理目標値（第 88 条関係） 別表 42  放射性気体廃棄物に係る放出管理目標値（第 88 条関係） ・再処理施設で扱う
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現 行 変更後 変更理由 

核   種 放出管理目標値（Bq／年） 

     Ｋr-85 

     Ｈ-3 

     Ｃ-14 

     Ｉ-129 

     Ｉ-131 

 その他核種 

 アルファ線を放出する核種  

 アルファ線を放出しない核種 

    3.3×1017 

    1.9×1015 

    5.2×1013 

    1.1×1010 

    1.7×1010 

 

    3.3×108 

    9.4×1010 

  

核   種 放出管理目標値（Bq／年） 

     Ｋr-85 

     Ｈ-3 

     Ｃ-14 

     Ｉ-129 

     Ｉ-131 

 その他核種 

 アルファ線を放出する核種  

 アルファ線を放出しない核種 

    1.6×1017 

    1.0×1015 

    5.1×1013 

    1.1×1010 

    1.0×1010 

 

    3.1×108 

    7.5×109 

  

使用済燃料の冷却

期間に係る要求の

追加 

（新規追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付１ 火災、溢水、化学薬品漏えい、火山影響等及び自然災害発生時の対応 

並びに火山活動のモニタリング等に係る実施基準 

（第 29 条の２の２、第 29 条の３、第 29 条の４、第 29 条の５及び第 29 条の６関連） 

 

１ 火災 

防災業務課長は、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次

の１．１から１．４を含む火災防護計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、各職位は、火災防護

計画に基づき、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

の整備を実施する。 

１．１ 要員の配置 

(1) 事業部長は、災害（非常事態を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、

必要な要員を配置する。 

(2) 事業部長は、非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第 109 条に定め

る必要な要員を配置する。 

(3) 事業部長は、上記体制以外の通常時及び火災発生時における火災防護対策を実施するための要

員を以下のとおり配置する。 

ａ．火災予防活動に関する要員 

各建屋、階及び部屋等の火災予防活動を実施するため、防火・防災管理者を置く。 

ｂ．初期消火要員 

通報連絡者、操作員、消火専門隊による初期消火要員として、10 名以上を再処理事業所に常

駐させる。 

ｃ．自衛消防隊 

(a) 火災による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、事業部長を消防隊長とする自衛

消防隊を設置する。 

(b) 自衛消防隊は、10 班で構成され、各班には、責任者である班長を配置する。 

(c) 消防隊長は、自衛消防隊が行う活動に対し、指揮、命令及び監督を行うとともに、公設消

防隊との連携を密にし、円滑な自衛消防活動ができるように努める。 

１．２ 教育訓練の実施 

防災業務課長及び運転部長は、火災防護の対応に関する以下の教育訓練を定期的に実施する。 

 
・火災発生時の体制

の整備の追加 
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現 行 変更後 変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災防護教育 

防災業務課長は、再処理施設の保安に関する業務を行う社員等に対して、以下の教育訓練を実

施する。また、消火専門隊に対して、以下の教育訓練が実施されていることを確認する。 

ａ．火災及び爆発の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災及び爆発の影響軽減のそれぞれを

考慮し、火災防護関係法令・規程類等、火災発生時における対応手順、可燃物及び火気作業に係

る運営管理に関する教育訓練 

ｂ．外部火災発生時の連絡体制、防護対応の内容及び手順の火災防護に関する教育並びに総合的

な訓練 

(2) 自衛消防隊による総合訓練 

防災業務課長は、自衛消防隊に対して、消火活動等を確認する総合的な教育訓練を実施する。ま

た、消火専門隊に対して、同内容の教育訓練が実施されていることを確認する。 

(3) 操作員に対する教育訓練 

運転部長は、操作員に対して、以下の教育訓練を実施する。 

ａ．再処理施設内に設置する安全上重要な施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器（以下

「安重機能を有する機器等」という。）を火災及び爆発から防護することを目的とした火災及び

爆発から防護すべき機器、火災及び爆発の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災及び爆発

の影響軽減に関する教育 

(a) 火災及び爆発から防護すべき安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等

（「放射性物質貯蔵等の機器等」とは、安全機能を有する施設のうち、再処理施設において火

災又は爆発が発生した場合、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を確保するための構築物、

系統及び機器のうち、安全上重要な施設を除いたものをいう。） 

(b) 火災及び爆発の発生防止対策 

(c) 火災感知設備 

(d) 消火設備 

(e) 火災及び爆発の影響軽減対策 

(f) 火災影響評価 

ｂ．再処理施設内に設置する安全機能を有する施設を火災及び爆発から防護することを目的とし

た消火器及び水による消火活動についての訓練 

(4) 消防訓練 

防災業務課長は、初期消火要員に対して、火災が発生した場合における自衛消防活動を確認す

る教育訓練を実施する。また、消火専門隊に対して、同内容の教育訓練が実施されていることを確

認する。 

１．３ 資機材の配備 

防災施設課長及び各課長は、火災防護対策（初期消火活動を含む。）のために必要な衛星電話、

化学消防自動車（大型化学高所放水車）、化学粉末消防車及びその他資機材を配備する。また、消

防車の予備として、動力ポンプ付き水槽車（消防ポンプ付水槽車）等を配備する。 

１．４ 手順の整備 

(1) 防災業務課長は、再処理施設全体を対象とした火災防護対策を実施するために定める火災防

護計画に以下の項目を含める。 

ａ．火災防護対策を実施するための体制、責任の所在、責任者の権限、体制の運営管理、必要な要
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現 行 変更後 変更理由 

員の確保及び教育訓練、火災防護対策を実施するために必要な手順等 

ｂ．再処理施設における安重機能を有する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を火災及び爆発

から防護するための火災及び爆発の発生防止、火災の早期感知及び消火並びに火災及び爆発の

影響軽減の３つの深層防護の概念に基づく火災防護対策を行うこと 

ｃ．前ｂ.を除く再処理施設については、消防法、建築基準法、都市計画法及び日本電気協会電気

技術規程・指針に基づく設備に応じた火災防護対策を行うこと 

ｄ．安全機能を有する施設を外部火災から防護するための運用等 

ｅ．溢水防護対象設備に対する消火水の影響を最小限に止めるための消火活動における運用及び

留意事項 

(2) 各職位は、火災発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備

として、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．火災が発生していない平常時の対応 

(a) 統括当直長は、中央制御室、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に設置する火

災受信器盤によって、施設内で火災が発生していないこと及び火災感知設備に異状がないこ

とを確認する。 

(b) 統括当直長は、消火設備の故障警報が発報した場合には、中央制御室、使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに必要な現場の制御盤の警報を確認する。消火設備が故障

している場合には、早期に必要な修理を依頼する。 

ｂ．消火設備のうち、手動操作による固定式消火設備を設置する区域における火災発生時の対応 

(a) 統括当直長は、火災感知器が作動し、火災を確認した場合は、消火活動を行う。 

(b) 統括当直長は、消火活動が困難な場合は、操作員の退避を確認後、固定式消火設備を手動

操作により動作させ、消火設備の動作状況、消火状況の確認及び運転状況の確認を行う。 

ｃ．中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における火災及び爆発発生時

の対応 

(a) 統括当直長は、火災感知器により火災を感知し、火災を確認した場合は、常駐する操作員

による消火活動、運転状況の確認等を行う。 

(b) 統括当直長は、煙の充満により操作に支障がある場合は、火災及び爆発発生時の煙を排気

するため、排煙設備を起動する。 

ｄ．火災感知設備の故障その他の異状により監視ができない状況となった場合の対応 

統括当直長は、現場確認を行い、火災の有無を確認する。 

ｅ．消火活動 

各職位は、火災発生現場の確認、通報連絡及び消火活動を実施するとともに、消火状況の確

認及び運転状況の確認を行う。 

ｆ．防火監視 

統括当直長は、可燃物の持込み状況、防火戸の状態、火災及び爆発の原因となり得る過熱及

び引火性液体の漏えい等を監視する。 

ｇ．可燃物の持込みと保管 

各職位は、再処理施設における試験、検査、保守又は修理で使用する資機材のうち可燃物に

対する持込みと保管について、火災及び爆発の発生の可能性低減のための措置を実施する。 

ｈ．可燃性又は難燃性の雑固体の一時集積及び保管時の火災及び爆発の発生並びに延焼防止 
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現 行 変更後 変更理由 

統括当直長及び各課長は、再処理施設において可燃性又は難燃性の雑固体を一時的に集積・

保管する必要がある場合、火災及び爆発の発生並びに延焼を防止するため、金属製の容器へ

の収納又は不燃性材料による養生を実施する。 

ｉ．火気作業 

各職位は、再処理施設における火気作業に当たっては以下のとおり対応する。 

(a) 火気作業前の計画作成 

(b) 火気作業時の養生、消火器の配備及び監視人の配置 

(c) 火気作業後の確認事項（残り火の確認等） 

(d) 安全上重要と判断された区域における火気作業の管理 

(e) 火気作業養生材に関する事項（不燃シートの使用等） 

(f) 仮設ケーブル（電工ドラムを含む。）の使用制限 

(g) 火気作業に関する教育 

ｊ．化学薬品の取扱い及び保管 

各職位は、化学薬品の取扱い及び保管時には火災及び爆発の発生を防止するための措置を

実施する。 

ｋ．火災防護に必要な設備の機能維持 

管理担当課長及び保修担当課長は、火災防護に必要な設備の機能を維持するため、施設管

理計画に基づき適切に施設管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

ｌ．防火服、空気呼吸器等の資機材の点検及び配備 

防災業務課長は、火災時の消火活動に必要となる防火服、空気呼吸器等の資機材の点検及

び配備を実施する。 

ｍ．消火活動に必要な設備の設置 

防災施設課長は、火災時の消火活動のため、消火栓等の消火設備を設置する。 

ｎ．設計対処施設及び危険物貯蔵施設等の設計変更に係る管理 

各職位は、設計対処施設（外部火災から防護する施設（以下「外部火災防護対象施設」とい

う。）を収納する建屋及び屋外に設置する外部火災防護対象施設が該当する。）及び危険物貯

蔵施設等の設計変更に当たっては、外部火災によって、外部火災防護対象施設の安全機能を

損なうことがないよう影響評価を行い確認する。 

ｏ．外部火災によるばい煙及び有毒ガス発生時対応 

(a) 管理担当課長は、外部火災によるばい煙及び有毒ガスの発生時には、必要に応じてフィル

タ交換の対策を実施する。また、対策に必要な資機材を整備する。 

(b) 統括当直長は、必要に応じて、制御建屋中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し、

制御建屋の中央制御室内空気を再循環することにより、中央制御室内へのばい煙及び有毒ガ

スの侵入を防止する。 

(c) 統括当直長は、必要に応じて、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外気との

連絡口を遮断し、操作員への影響を防止する。 

ｐ．外部火災に対する消火活動 

自衛消防隊の消火班は、敷地外の外部火災に対する事前散水を含む消火活動及び敷地内の

外部火災に対する消火活動を行う。 

ｑ．敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認等 
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現 行 変更後 変更理由 

新基準設計部長は、敷地周辺及び敷地内の植生に関する定期的な現場確認を実施する。ま

た、ＦＡＲＳＩＴＥの入力条件である植生に大きな変化があった場合は、再解析を実施する。 

ｒ．外部火災の評価の条件変更に係る対応 

新基準設計部長は、外部火災の評価の条件に変更があった場合は、外部火災防護対象施設

の安全機能への影響評価を実施する。 

ｓ．再処理停止等の措置 

(a) 統括当直長は、敷地内の外部火災が発生した場合は、使用済燃料の再処理及び高レベル廃

液のガラス固化の停止等の措置を講じる。 

(b) 統括当直長は、敷地外の外部火災が発生した場合は、火災の状況に応じて、再処理施設が

影響を受ける場合には使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置を

講じる。 

１．５ 定期的な評価 

(1) 各職位は、１．１から１．４の活動の実施結果について、防災業務課長に報告する。 

(2) 防災業務課長は、１．１から１．４の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に

評価するとともに、事業部長に報告する。 

(3) 事業部長は、(2)の報告の内容を評価し、評価結果に基づき、より適切な活動となるように必要

に応じて、火災防護計画の見直し等必要な措置を講じる。 

１．６ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

工場長は、火災の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及

び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

（新規追加） ２ 溢水 

技術課長は、溢水発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の２．

１から２．４を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、各職位は、計画に基づき、溢水発生

時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

２．１ 要員の配置 

事業部長は、非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第 109 条に定める

必要な要員を配置する。 

２．２ 教育訓練の実施 

(1) 管理担当課長及び保修担当課長は、課員に対して、溢水対応全般（評価内容並びに溢水経路、

防護すべき設備、水密扉及び堰等の設置の考え方等）に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 防災業務課長は、初期消火要員及び自衛消防隊の消火班に対して、火災が発生した場合の初期

消火活動及び自衛消防隊による消火活動時の放水時の注意事項に関する教育訓練を定期的に実施

する。 

(3) 運転部長は、操作員に対して、溢水発生時の操作等に関する教育訓練を定期的に実施する。 

２．３ 資機材の配備 

各職位は、溢水発生時に使用する資機材を配備する。 

２．４ 手順の整備 

(1) 各職位は、溢水発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備

として、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

・溢水及び化学薬品

漏えい発生時の体

制の整備の追加 
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現 行 変更後 変更理由 

ａ．継続的な肉厚管理 

保修担当課長は、溢水による損傷の防止に係る配管の想定破損評価において、応力評価の結

果により破損形状の想定を行う場合は、評価結果に影響するような減肉がないことを継続的な

肉厚管理で確認する。 

ｂ．溢水発生時の現場等の確認 

統括当直長は、配管の想定破損による溢水、地震力による溢水及びその他溢水が発生した場

合においては、現場等を確認する。 

ｃ．溢水発生後の排水作業 

統括当直長は、溢水発生後の滞留区画等での排水作業を行う。 

２．５ 定期的な評価 

(1) 各職位は、２．１から２．４の活動の実施結果について、技術課長に報告する。 

(2) 技術課長は、２．１から２．４の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評価

するとともに、事業部長に報告する。 

(3) 事業部長は、(2)の報告の内容を評価し、必要に応じて計画の見直し等の措置を講じる。 

２．６ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

工場長は、溢水の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及

び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 ３ 化学薬品漏えい 

技術課長は、化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備とし

て、次の３．１から３．４を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、各職位は、計画に基づ

き、化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順

の整備を実施する。 

 

３．１ 要員の配置 

事業部長は、非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第 109 条に定める

必要な要員を配置する。 

３．２ 教育訓練の実施 

(1) 管理担当課長及び保修担当課長は、課員に対して、化学薬品漏えい対応全般（評価内容並びに

化学薬品漏えい経路、防護すべき設備、水密扉及び堰等の設置の考え方等）に関する教育訓練を定

期的に実施する。 

(2) 運転部長は、操作員に対して、化学薬品漏えい発生時の操作、作業リスクに応じた保護具の装

着等操作員の安全確保に係る対応等に関する教育訓練を定期的に実施する。 

３．３ 資機材の配備 

各職位は、化学薬品漏えい発生時に使用する資機材を配備する。 

３．４ 手順の整備 

(1) 各職位は、化学薬品漏えい発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な

体制の整備として、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．継続的な肉厚管理 

保修担当課長は、化学薬品の漏えいによる損傷の防止に係る配管の想定破損評価において、

・溢水及び化学薬品

漏えい発生時の体

制の整備の追加 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 26 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

応力評価の結果により破損形状の想定を行う場合は、評価結果に影響するような減肉がないこ

とを継続的な肉厚管理で確認する。 

ｂ．化学薬品漏えい発生時の現場等の確認 

統括当直長は、配管の想定破損による化学薬品漏えい、地震力による化学薬品漏えい及びそ

の他の化学薬品漏えいが発生した場合においては、現場等を確認する。 

ｃ．化学薬品漏えい発生後の回収 

統括当直長は、化学薬品漏えいが発生した場合、回収等を行う。 

３．５ 定期的な評価 

(1) 各職位は、３．１から３．４の活動の実施結果について、技術課長に報告する。 

(2) 技術課長は、３．１から３．４の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評価

するとともに、事業部長に報告する。 

(3) 事業部長は、(2)の報告の内容を評価し、必要に応じて計画の見直し等の措置を講じる。 

３．６ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

工場長は、化学薬品漏えいの影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性がある

と判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と使用済燃料

の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置について協議し、必要な措置を講じる。 

 ４ 火山活動のモニタリング等 

土木建築技術課長は、巨大噴火の可能性が十分小さいことを継続的に確認することを目的に火山活

動のモニタリングを行う体制の整備として、次の４．１から４．４を含む計画を作成するとともに、計

画に基づき、火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施す

る。 

４．１ 要員の配置 

(1) 技術本部長は、火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な要員を配置する。 

４．２ 教育訓練の実施 

(1) 土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングのための活動を行う要員に対して、火山活動の

モニタリングのための活動に関する教育訓練を定期的に実施する。 

４．３ 手順の整備 

(1) 土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングのための活動を行うために必要な体制の整備と

して、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．土木建築技術課長は、対象火山に対して火山活動のモニタリングを実施し、火山専門家の助言

を得た上で、１年に１回、評価を行い、その結果を技術本部長へ報告し、技術本部長は社長へ報

告する。 

ｂ．土木建築技術課長は、観測データに有意な変化があった場合、火山専門家の助言を得た上で、

その結果を技術本部長へ報告し、技術本部長は社長へ報告する。社長は、報告を受け、対処が必

要と判断した場合は、事業部長にその対処について指示する。 

ｃ．土木建築技術課長は、火山活動のモニタリングのための活動を実施する。火山活動のモニタリ

ングのための活動の手順には、以下を含める。 

(a) 対象火山の選定 

(b) 対象火山の状態（噴火状況や観測状況）に応じた判断基準（公的機関の発表情報、地殻変

動及び地震）の設定 

・火山活動のモニタ

リング等の体制の

整備の追加 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 27 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

(c) 評価方法（手法の選択、観測・調査データの充実、信頼性の確保） 

(d) 定期的な評価及び対応（平常時） 

(e) 臨時の評価及び対応（注意時、警戒時及び緊急時） 

(f) 必要に応じた公的機関への評価結果の報告 

(g) 新たな知見及び観測データの蓄積を反映した観測手法、判断基準等の見直し 

４．４ 定期的な評価 

(1) 土木建築技術課長は、４．１から４．３の活動の実施結果について、１年に１回以上定期的に

評価するとともに、技術本部長に報告する。 

(2) 技術本部長は、(1)の報告の内容を評価し、必要に応じて計画の見直し等の措置を講じる。 

４．５ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

事業部長は、観測データに有意な変化があった場合の社長からの対処の指示を受け、工場長及び

核燃料取扱主任者に連絡するとともに、その対処について協議する。対処に当たっては、その時点の

最新の科学的知見に基づき使用済燃料の受入れの停止及び新たなせん断処理の停止、工程内の核燃

料物質等は溶解、分離、精製、脱硝を行い、ウラン酸化物粉末及びウラン・プルトニウム混合酸化物

粉末とし貯蔵する、高レベル廃液はガラス固化体とし貯蔵する等の可能な限りの対処を行う。 

 ５ 火山影響等及び降雪発生時 

技術課長は、火山影響等及び降雪発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備

として、次の５．１から５．４を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、各職位は、計画に

基づき、火山影響等及び降雪発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制

及び手順の整備を実施する。 

５．１ 要員の配置 

(1) 事業部長は、災害（非常事態を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、

必要な要員を配置する。 

(2) 事業部長は、非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第 109 条に定め

る必要な要員を配置する。また、統括当直長は、降灰予報等により六ヶ所村への多量の降灰が予想

される場合、操作員による火山影響等発生時の活動を開始するとともに、必要に応じて活動を行

う要員の応援を工場長に要請する。 

５．２ 教育訓練の実施 

(1) 各職位は、再処理施設の保安に関する業務を行う社員等に対して、火山影響等及び降雪発生時

対応に関する教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 運転部長は、操作員に対して、火山影響等及び降雪発生時の操作等に係る手順に関する教育訓

練を定期的に実施する。 

(3) 管理担当課長及び保修担当課長は、課員に対して、火山影響等及び降雪発生時対応に関する教

育訓練並びに火山事象及び降雪より防護すべき施設の施設管理、点検に関する教育訓練を定期的

に実施する。 

(4) 各職位は、非常時要員に対して、その役割に応じて、火山影響等発生時の第１非常用ディーゼ

ル発電機、第２非常用ディーセル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機の機能を維持するための

対策等に関する教育訓練を定期的に実施する。 

５．３ 資機材の配備 

(1) 各職位は、降下火砕物及び積雪の除去等の屋外作業時に使用する道具、防護具等を配備する。 

・火山影響等発生時

の体制の整備の追

加 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 28 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

５．４ 手順の整備 

(1) 各職位は、火山影響等及び降雪発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必

要な体制の整備として、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．降下火砕物の侵入防止 

(a) 統括当直長は、降灰が確認された場合には、状況に応じて降下火砕物から防護する施設（安

全上重要な機能を有する構築物、系統及び機器が対象であり、以下「降下火砕物防護対象施

設」という。）を収納する建屋の換気設備の風量を低減する措置を講じる。 

(b) 統括当直長は、降下火砕物の影響により建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が交換差圧

に達した場合は、状況に応じ外気の取り込みを停止する。 

ｂ．降下火砕物及び積雪の除去作業 

(a) 管理担当課長は、降下火砕物の影響により建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が交換差

圧に達した場合は、状況に応じフィルタの清掃又は交換を実施する。 

(b) 統括当直長は、降灰後は設計対処施設（降下火砕物防護対象施設を収納する建屋、降下火

砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設、外気から取り入れた屋内の空気を機

器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設が該当する。）への影響を確認するための点検を実施し、降下火砕物の堆積が確認され

た箇所の降下火砕物の除去を行い、長期にわたり積載荷重がかかること及び化学的影響（腐

食）が発生することを防止する。 

また、上記以外の降下火砕物及び積雪の除去作業については、降灰及び降雪の状況を踏ま

え、設備に悪影響を及ぼすおそれがあると判断した場合に実施する。 

ｃ．制御建屋中央制御室の居住性確保に関する対策 

(a) 統括当直長は、降灰が確認された場合には、状況に応じて制御建屋中央制御室換気設備の

外気との連絡口を遮断し、制御建屋の中央制御室内空気を再循環する措置又は風量を低減す

る措置を講じる。 

(b) 安全ユーティリティ課長は、降下火砕物の影響により制御建屋中央制御室換気設備の給気

フィルタの差圧が交換差圧に達した場合は、状況に応じ外気の取り込みを停止又はフィルタ

の清掃若しくは交換を実施する。 

ｄ．降灰の再処理施設への影響確認 

管理担当課長は、降灰が確認された場合は、再処理施設への影響を確認するため、降下火砕物

防護対象施設を収納する建屋の点検を行うとともに、その結果を事業部長及び核燃料取扱主任

者に報告する。 

ｅ．降下火砕物防護対象施設の機能維持 

管理担当課長及び保修担当課長は、降下火砕物防護対象施設の要求機能が維持されるよう、

降灰後における降下火砕物による静的荷重、腐食、磨耗等の影響を確認するため、施設管理計画

に基づき適切に施設管理を実施するとともに、必要に応じ補修を行う。 

５．５ 定期的な評価 

(1) 各職位は、５．１から５．４の活動の実施結果について、技術課長に報告する。 

(2) 技術課長は、５．１から５．４の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評価

するとともに、事業部長に報告する。 

(3) 事業部長は、(2)の報告の内容を評価し、必要に応じて計画の見直し等の措置を講じる。 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 29 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

５．６ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

工場長は、火山影響等及び降雪発生時の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可

能性があると判断した場合は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡するとともに、関係各職位と

使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置＊１について協議し、必要な措置

を講じる。 

＊１：火山影響等発生時における使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止の判

断基準は、六ヶ所村に降灰予報「多量」が発表された場合とする。 

 

 ６ 地震 

技術課長は、地震発生時における再処理施設の保全のための活動を行う体制の整備として、次の６．

１から６．４を含む計画を作成し、事業部長の承認を得る。また、各職位は、計画に基づき、地震発生

時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制及び手順の整備を実施する。 

６．１ 要員の配置 

(1) 事業部長は、災害（非常事態を除く。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、

必要な要員を配置する。 

(2) 事業部長は、非常事態が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備え、第 109 条に定め

る必要な要員を配置する。 

６．２ 教育訓練の実施 

(1) 技術課長は、再処理施設の保安に関する業務を行う社員等に対して、地震発生時対応に関する

教育訓練を定期的に実施する。 

(2) 運転部長は、操作員に対して、地震発生時の操作等に関する教育訓練を定期的に実施する。 

６．３ 資機材の配備 

各職位は、地震発生時に使用する資機材を配備する。 

６．４ 手順の整備 

(1) 各職位は、地震発生時における再処理施設の保全のための活動を行うために必要な体制の整備

として、以下の活動を実施することを品質マネジメント文書に定める。 

ａ．波及的影響防止 

(a) 各職位は、波及的影響を防止するよう現場を維持するため、機器設置時の配慮事項等を定

めて管理する。 

(b) 各職位は、機器等の設置並びに点検資材等の仮設及び仮置時における、耐震重要施設（安

全機能を有する施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に

起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きい施設をいい、耐震Ｓクラスに属する

施設）に対する下位クラス施設の以下４つの観点並びに溢水、化学薬品漏えい及び火災の観

点における波及的影響を防止する。 

なお、下位クラス施設としては、耐震Ｂクラス及びＣクラスの施設を考慮する。 

ア．設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈下による影響 

イ．耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

ウ．建屋内における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 

エ．建屋外における下位クラス施設の損傷、転倒及び落下等による耐震重要施設への影響 

ｂ．地震発生時の再処理施設への影響確認 

・その他自然災害発

生時の体制の整備

の追加 



再処理施設保安規定 新旧対照表（ 30 / 30 ） 

現 行 変更後 変更理由 

管理担当課長は、あらかじめ定めた測候所等において震度５弱以上の地震が観測された場合は、

地震終了後、所管する施設の損傷の有無を確認し、その結果を工場長及び核燃料取扱主任者に報

告する。 

６．５ 定期的な評価 

(1) 各職位は、６．１から６．４の活動の実施結果について、技術課長に報告する。 

(2) 技術課長は、６．１から６．４の活動の実施結果を取りまとめ、１年に１回以上定期的に評価

するとともに、事業部長に報告する。 

(3) 事業部長は、(2)の報告の内容を評価し、必要に応じて計画の見直し等の措置を講じる。 

６．６ 再処理施設の災害を未然に防止するための措置 

工場長は、地震の影響により、再処理施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合（六ヶ所村に大津波警報が発表された場合を含む。）は、あらかじめ定める通報系統に従い連絡

するとともに、関係各職位と使用済燃料の再処理及び高レベル廃液のガラス固化の停止等の措置に

ついて協議し、必要な措置を講じる。 

 

添付１ 長期施設管理方針 

（第 79 条関連） 

 

 

再処理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の長期施設管理方針 

（始期：2019 年 11 月 29 日、適用期間：10 年間） 

 

高経年化対策の観点から充実すべき保守管理項目はなし 

 

 

添付２ 長期施設管理方針 

（第 79 条関連） 

 

 

再処理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設の長期施設管理方針 

（始期：2019 年 11 月 29 日、適用期間：10 年間） 

 

高経年化対策の観点から充実すべき施設管理項目はなし 

 

・記載の適正化 
・誤記修正 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































